
西予市建設工事合併入札実施要領 

平成 25 年７月８日 

告示第 113 号 

(趣旨) 

第１条 この告示は､複数の工事請負契約を同一の者と締結する必要がある場

合において､当該複数の工事請負契約に係る競争入札を合併して行うこと(以

下｢合併入札｣という｡)に関して必要な事項を定めるものとする｡ 

(合併入札) 

第２条 合併入札は､複数の工事のうち主たる工事(以下｢本工事｣という｡)及び

従たる工事(以下｢関連工事｣という｡)が次の各号のいずれにも該当する場合

に限り､行うことができるものとする｡ 

(１) 本工事及び関連工事を一の工事として設計する方法(以下｢合併設計｣

という｡)によらないこととする合理的な理由があること｡ 

(２) 本工事及び関連工事の施工者が異なる場合においては､瑕疵
か し

担保責任

の範囲が不明確となることにより､同一の者による施工が必要とされるこ

と｡ 

(３) 本工事及び関連工事の施工場所が同一であること又は隣接すること｡ 

(４) 本工事及び関連工事の施工部分が明確に区分され､かつ､当該区分ごと

に履行の確認を行うことができること｡ 

(５) 本工事及び関連工事の請負契約の締結を同時に行うことができるこ

と｡ 

(設計金額の算出等) 

第３条 前条の規定に基づき合併入札を行うこととする場合において､本工事

及び関連工事の設計担当者は､諸経費を調整した上で各工事の設計金額を算

出するものとする｡ 

２ 合併入札の方法により入札を執行する場合における予定価格(以下｢合併入

札予定価格｣という｡)の算出の基礎となる設計金額は､本工事及び関連工事の

設計金額の和(以下｢調整後設計金額｣という｡)とする｡ 

３ 調整後設計金額は､西予市競争参加資格審査会要綱(平成 17 年西予市告示

第 33 号)において､１件の請負対象額とみなす｡ 

４ 合併入札の方法により入札を執行する場合は､最低制限価格制度を採用し､

その最低制限価格は､本工事及び関連工事の最低制限価格の和とする｡ 

(契約金額の算定) 

第４条 本工事及び関連工事の契約金額は､合併入札における落札金額(以下



｢合併入札落札金額｣という｡)を設計金額の割合に応じて按分した金額を本工

事及び関連工事の落札金額(以下｢按分落札金額｣という｡)として算定するも

のとする｡この場合において､合併入札落札金額に千円未満の端数がない場合

で､按分落札金額に千円未満の端数があるときは､当該端数の百の位を四捨五

入するものとし､合併入札落札金額に千円未満の端数がある場合は､別に定め

る方法による｡ 

２ 前項の規定により算出した按分落札金額の合計額が合併入札落札金額に満

たない場合は､按分落札金額の千円未満の端数のうち､最大のものに係る端数

を切り上げるものとする｡ 

(入札結果等の公表) 

第５条 入札結果の公表については､合併入札落札金額及び合併入札予定価格

をもって行うものとする｡ 

(その他) 

第６条 この告示に定めるもののほか､必要な事項は､市長が別に定める｡ 

附 則 

この告示は､公布の日から施行する｡ 

 


